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定款の一部変更に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の取締役会において、本年６月 24 日に開催予定の第 46 回定時株主総会に定

款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたしま

す。 

 

記 

 

  １．定款変更の目的 

    当社の剰余金の配当等の決定機関につきましては、機動的な資本政策を行うために、法令に

定めのある場合を除き、取締役会の決議によることとしております。 

    当社は、本年１月に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取組み」を公表し、

その施策の一つとして「情報開示・株主との対話の充実」を図ることとしており、剰余金の配

当等につきましても、株主の皆さまのご意見をお伺いし、建設的な対話をさせていただくべく、

定款の変更を行うものであります。 

 

  ２．定款変更の内容 

定款の変更内容は、次のとおりであります。 

（下線部分が変更部分です。） 

変更前 変更後 

第３９条（剰余金の配当等の決定機関） 

 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459

条第１項各号に定める事項については、

法令に別段の定めある場合を除き、株主

総会の決議によらず取締役会の決議に

より定める。 

第３９条（剰余金の配当等の決定機関）  

当会社は、剰余金の配当等会社法第

459 条第１項各号に定める事項について

は、法令に別段の定めある場合を除き、

取締役会の決議により定めることがで

きる。 

  

  ３．日程（予定） 

第 46 回定時株主総会開催日（定款変更議案付議）  2024 年６月 24 日 

定款変更の効力発生日               2024 年６月 24 日 

 

以上 


